
産 業 建 設 常 任 委 員 会 

 

日 時 令和元年６月２４日（月） 

午前１０時から 

場 所 委員会室 

 

議  題 

１ 付託案件（５件） 

（１） 議案第３４号 射水市森林環境保全基金条例の制定について 

 

（２） 議案第４１号 射水市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除 

又は不均一課税に関する条例の一部改正について 

 

（３） 議案第４２号 射水市都市公園条例等の一部改正について 

 

（４） 議案第４５号 市道路線の廃止について 

 

（５） 議案第４６号 市道路線の認定について 

 

 

２ 報告事項（２件） 

（１）歌の森運動公園飲食施設出店者の募集について 

               ・・・・・都市整備部 都市計画課 資料１ 

 

（２）指定給水装置工事事業者制度への更新制の導入について 

               ・・・・・上下水道部 上水道工務課 資料１ 

 

 

３ その他 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

歌の森運動公園飲食施設出店者の募集について 

 

１ 趣旨 

  近年、都市公園の活性化や機能向上を図るため、民間の企画力、実行力を活か

して民間事業者による公園のにぎわい施設の設置が進められている。射水市にお

いても、歌の森運動公園において、公園利用者に飲食サービスを提供することで、

公園の利便性や魅力の向上、さらなる賑わい創出を図ることを目的に、公園にふ

さわしい飲食施設を募集（公募型プロポーザル方式）するものである。 

 

２募集概要 

（１）出店条件 店舗施設については、都市公園法で定める便益施設と

し、出店者は、都市公園法及び射水市都市公園条例の規定

に基づき、便益施設の設置許可を受け、自己の費用におい

て当該施設の設計、建築及び運営を行うものとする。 

（２）土地の使用条件 ① 対象区域 別添図面の飲食店設置許可予定場所 

（敷地面積500㎡程度となる） 

② 建築に対する

制限 

建築面積200㎡から300㎡程度を想定 

建ぺい率：2% 

公園面積：9.4ha 

既存施設：  207㎡（0.22%） 

限  度：1,673㎡（1.78%） 

容 積 率：200% 

（３）土地の使用期間 １０年間とする。 

ただし、本市と事業者の協議により、使用期間の延長が

可能とする。 

（４）土地の使用料 

   

年額使用料＝2,240円／㎡×使用面積 

＝１㎡当りの土地価格(44,800円／㎡)×5%×使用面積 

射水市都市公園条例を改正し（令和元年６月議会上程）、

公園施設設置許可面積に対して、上記計算式に基づき使用

料を徴収する。なお、使用料は３年毎に見直すことがある。 

（５）出店に当り提

案・配慮を求め

る主な事項 

① 公園との視覚的な連続性が感じられるようにするこ
と。 

② 公園利用者の安全に配慮した設計とすること。 
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③ バリアフリーに配慮した設計すること。 
④ 飲食施設の工事中は公園利用に配慮すること。 
⑤ 営業日や営業時間が公園利用者のニーズに応じた設定
であること。 

⑥ 多くの人を引きつける魅力的なサービスを提供するこ
と。 

⑦ 出店実績、集客実績、財務状況が良好であり、業務実
施体制等から安定的、継続的な店舗であること。 

（６）店舗出店者の選 

定方法 

選定委員会を設置し、出店者によるプレゼンテーション

及びヒアリングを実施し、上記（５）を基準として出店者

を選定する。 

 

３ スケジュール 

  募集、事業者の決定、事業着手、運営開始までの流れについては、下記のとお

りとする。（現時点の予定であり、変更となる場合がある。） 

（１）募集要項の配布     令和元年７月８日（月） 

（２）公募期間        令和元年８月５日（月）～８月１４日（水） 

（３）審査結果の通知・公表  令和元年８月下旬（予定） 

（４）設計、建築確認申請、工事着工 

（５）飲食施設の運営開始   令和２年中の開業を想定 



 

 

飲食店設置許可予定場所 

 

歌の森運動公園  

 



 

 

指定給水装置工事事業者制度への更新制の導入について  

 

１．概 要 
現在の指定給水装置工事事業者制度は、平成８年の水道法の改正に伴い、給水

装置を適正に施工する事業者を全国一律の基準で指定する制度として創設された

ものである。  
平成３０年１２月に水道法の一部が改正され、指定給水装置工事事業者の有効 

期限が、「無期限から５年間」に変わり、市に登録されているすべての事業者は政

令に基づき、更新手続きが必要となる。  

２．目 的 
現状においては、企業管理規程により名称や所在地等の変更、事業の廃止・休

止・再開の届出について規定しているが、届出しない事業者があることから実態

の把握ができず、所在不明な事業者が存在することが課題となっていた。  
こうした課題に対応するとともに、事業者の資質の維持・向上を図ることを目

的として指定の更新制を導入するもの。  

 ３．今後の予定（射水市水道事業給水条例等の改正） 
（1）施行日  

令和元年１０月１日（水道法の一部を改正する法律の施行期日同日）  
 

（2）更新に係る事務手続き手数料  
徴収予定  

 
（3）初回更新までの有効期間  

射水市指定登録事業者数 ２８３事業者（H31.3.31 現在）  

指定を受けた日  初回更新までの有効期間  
平成 10 年 4 月 1 日～  
平成 11 年 3 月 31 日 

令和 2 年 9 月 29 日まで  
1 年間  

平成 11 年 4 月 1 日～  
平成 15 年 3 月 31 日  

令和 3 年 9 月 29 日まで  
2 年間  

平成 15 年 4 月 1 日～  
平成 19 年 3 月 31 日  

令和 4 年 9 月 29 日まで  
3 年間  

平成 19 年 4 月 1 日～  
平成 25 年 3 月 31 日  

令和 5 年 9 月 29 日まで  
4 年間  

平成 25 年 4 月 1 日～  
平成 26 年 9 月 30 日  

令和 6 年 9 月 29 日まで  
5 年間  

※初回更新までの有効期間は、施行日の前日から起算して５年。指定を受けた

日が施行日の前日の５年前以前である場合は上記とする。 
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